
伊勢原市認定保育施設補助事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２４条第１項ただし書に基づき、保育所が十分整備されていない地域において、認定保

育施設に入所している保育に欠ける児童に対し適切な保護を加えるための事業を実施す

る者に対し、補助金を交付することについて、伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５

年伊勢原市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、認定保育施設とは、法第５９条の２の規定に基づく届出を行

っている私設保育施設であって、保育に欠ける児童を保育することを目的として設置さ

れ、市長が適当と認める保育施設をいう。ただし、事業所内に設置された保育施設は除

くものとする。

（補助の対象）

第３条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）に係る経費は、次に掲げる

ものとする。ただし、第３号から第５号までは、市内の認定保育施設のみを補助の対象

とする。

(1) 児童処遇助成費 入所児童の処遇向上を図るために要する費用

(2) 児童処遇助成費加算

ア 兄弟入所児童減免加算 兄弟入所児童の第２子以降の児童に係る保護者負担を軽

減するための経費

イ 母子・父子家庭等児童減免加算 母子・父子家庭等の入所児童に係る保護者負担

を軽減するための経費

(3) 特別保育費 １１時間を超えて延長保育を実施するための費用及び休業日に休日保

育を実施するための費用

(4) 認定化促進事業費 私設保育施設が防災・衛生面等の設備整備により認定の要件を

満たすこととなる場合又は既に認定されている施設が面積の拡大や便所の増設等の整

備を行うことにより定員増が図られる場合の設備整備に係る経費及び私設保育施設が

移転により防災・衛生面等の設備を改善し、認定の要件を満たすこととなる場合の移

転に係る経費

(5) 緊急通報機器整備費 児童等の安全を確保するために警察への通報システムを整備

する費用

（補助金の額）

第４条 前条に規定する補助事業の経費に係る補助金の額は、別表により算出した額とす

る。

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額

は切り捨てるものとする。

（交付申請等）

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、認定保育施設補助金交付申請書（第１号様

式）に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。



２ 市長は、前項の申請があり、審査等の結果、補助金を交付すべきものと決定したとき

は、認定保育施設補助金交付決定通知書（第２号様式）により通知するものとする。

（交付条件）

第６条 規則第９条に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の経費に係る内容を変更する場合は、速やかに市長の承認を受けなければ

ならない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに市長の承認を受けなければなら

ない。

(3) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示

を受けなければならない。

(4) 補助事業の遂行の状況及び経費の使途について、常時明確に把握しておかなければ

ならない。

（補助金の交付）

第７条 補助金の交付は、年２回に分けて行うものとする。

２ 補助金の交付を受けようとするときは、認定保育施設補助金交付請求書（第３号様

式）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 認定保育施設補助金交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

（変更の承認）

第８条 第６条第１号及び第２号に規定する承認を受けようとする場合は、認定保育施設

補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（第４号様式）に変更の内容及び理由又は中止

若しくは廃止の理由を記載した書類を添付して市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の申請があり、審査等の結果事業の変更又は中止若しくは廃止すべきも

のと決定したときは、認定保育施設補助事業変更（中止・廃止）承認決定通知書（第５

号様式）により通知するものとする。

（変更交付申請等）

第９条 第６条第１号の規定に該当する場合において、既に交付の決定を受けた補助金の

額の変更を受けようとするときは、前条の規定にかかわらず、認定保育施設補助金変更

交付申請書（第６号様式）により行うものとする。

２ 市長は、前項の申請があり、審査等の結果、交付する補助金額を変更すべきものと決

定したときは、認定保育施設補助金変更交付決定通知書（第７号様式）により通知する

ものとする。

（書類の整備等）

第１０条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿

を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保存しておかなければなら

ない。

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度

から５年間保存しなければならない。

（書類の提出部数）

第１１条 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類の部数は、１部とする。



（委任）

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行し、平成１４年４月１日から適用する。

（伊勢原市小規模保育施設補助金交付要綱の廃止）

２ 伊勢原市小規模保育施設補助金交付要綱（昭和５３年伊勢原市告示第２８号。以下

「旧要綱」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３ 旧要綱の規定により平成１３年度以前に交付された補助金の取扱いについては、なお

従前の例による。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市認定保育施設補助事業補助金交付

要綱の規定は、平成２１年４月１日から適用する。

附 則

この告示は、公表の日から施行し、改正後の伊勢原市認定保育施設補助事業補助金交付

要綱の規定は、平成２２年４月１日から適用する。



別表（第４条関係）

伊勢原市認定保育施設補助金交付基準

経 費 名 対 象 経 費 補助基準額

児童処遇助成 認定保育施設補助事 認定保育施設補助事業交付基準（神奈

費 業補助金交付要綱 川県基準平成１４年４月１日施行）に

（平成１４年６月 規定する認定保育施設補助事業補助基

児童処遇助成 １１日付け児発第 準額

費加算 ３１２９号神奈川県

福祉部長通知）に規

特別保育費 定する補助対象経費

認定化促進事

業費

緊急通報機器 児童福祉施設等緊急 児童福祉施設等緊急通報器機整備費補

整備費 通報器機整備費補助 助金交付要綱に規定する補助額の算定

金交付要綱（平成 方法

１８年３月３１日付

け子家第７５５４号

神奈川県次世代育成

担当部長通知）に規

定する補助対象経費



第１号様式（第５条関係）

年度認定保育施設補助金交付申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は所在地

申請者名称及び代表者氏名

印

年度認定保育施設補助事業について、補助金の交付を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。

１ 補助事業等の名称

２ 補助事業の目的及び内容

３ 交付申請額

千円

４ 添付書類

(1) 認定保育施設台帳（別紙１）

(2) 特別保育事業計画書（別紙２）

(3) 歳入歳出予算書抄本



第２号様式（第５条関係）

伊勢原市指令（ ）第 号

年度認定保育施設補助金交付決定通知書

住所又は所在地

申請者名称及び代表者氏名

年 月 日付けで申請のありました伊勢原市認定保育施設補助金につい

て、伊勢原市認定保育施設補助金交付要綱第５条の規定に基づき、次のとおり決定した

ので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 交付決定金額 千円

２ 交付条件

(1) 補助の対象となる事業は、 年 月 日付け申請書記載のとおりとする。

(2) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をする場合は、速やかに市長の

承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受ける

こと。

(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指

示を受けなければならない。

(5) 補助事業の遂行の状況及び経費の使途について、常時明確に把握しなければなら

ない。

(6) 補助の目的に反するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(7) この補助金は、 回に分割して交付する。

（事務担当は、 ）



第３号様式（第７条関係）

年度認定保育施設補助金交付請求書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は所在地

請求者名称及び代表者氏名

印

年 月 日付けで交付決定のありました 年度認定保育施設補助

金について、伊勢原市認定保育施設補助金交付要綱第７条の規定により請求します。

１ 交付決定通知額
千円

２ 補助事業等の名称

３ 既 交 付 額
千円

４ 今回交付請求額
千円

５ 未 交 付 額
千円

６ 添付書類

(1) 補助金等交付決定通知書の写し

(2)



第４号様式（第８条関係）

年度認定保育施設補助事業変更（中止・廃止）承認申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は所在地

申請者名称及び代表者氏名

印

年 月 日付けで交付決定を受けた 年度認定保育施設補助事業

を次のとおり変更（中止・廃止）したいので承認を受けたく、関係書類を添えて申請し

ます。

１ 変更（中止・廃止）の内容

変 更 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 前 変 更 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 後

２ 変更（中止・廃止）の理由



第５号様式（第８条関係）

伊勢原市指令（ ）第 号

年度認定保育施設補助事業変更（中止・廃止）承認決定通知書

住所又は所在地

申請者名称及び代表者氏名

年 月 日付けで提出のありました変更（中止・廃止）申請書の内容を

審査した結果、次のとおり承認しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

変更（中止・廃止）の内容

変 更 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 前 変 更 （ 中 止 ・ 廃 止 ） 後

（事務担当は、 ）



第６号様式（第９条関係）

年度認定保育施設補助金変更交付申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

住所又は所在地

申請者名称及び代表者氏名

印

年 月 日付けで交付決定を受けた 年度認定保育施設補助事業

について、次のとおり補助事業の内容を変更し、補助金の変更を受けたいので、関係書

類を添えて申請します。

１ 補助金額

(1) 変更交付申請額
千円

(2) 既交付決定額
千円

(3) 追加（減少）補助金額
千円

２ 変更の内容

３ 変更の理由



第７号様式（第９条関係）

伊勢原市指令（ ）第 号

年度伊勢原市認定保育施設補助金変更交付決定通知書

住所又は所在地

申請者名称及び代表者氏名

年 月 日付けで提出されました変更交付申請書の内容を審査した結果、

次のとおり変更交付決定しましたので通知します。

年 月 日

伊勢原市長 印

１ 決定金額

（1) 変更交付決定額 千円

（2) 既交付決定額 千円

（3) 追加（減少）補助金額 千円

２ 交付条件

(1) 補助の対象となる事業は、 年 月 日付け申請書記載のとおりとする。

(2) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をする場合は、速やかに市長の

承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受ける

こと。

(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指

示を受けなければならない。

(5) 補助事業の遂行の状況及び経費の使途について、常時明確に把握しなければなら

ない。

(6) 補助の目的に反するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(7) この補助金は、 回に分割して交付する。

（事務担当は、 ）



年 齢

定 員 名 名 名 名 名 名 名 名

入 所 児 童 数 名 名 名 名 名 名 名 名

補助対象児童数 名 名 名 名 名 名 名 名

兄弟入所児童 減免
加 算 対 象 児 童 数 名 名 名 名 名 名 名 名

母子・父子家庭等減
免加算対象児 童数 名 名 名 名 名 名 名 名

歳 月

（注）
１ 「開設年月日」欄は当該施設が開設した年月日を記載し、「認定年月日」欄には当該施設を市町村が認定保育施設とし
て認定し補助を開始した年月日を記載してください。ただし、平成１３年度以前に小規模保育施設として認定され補助を受
けていた施設については、小規模保育施設として認定された年月日を記載してください。
２ 「基本開所時間（１１時間分）」欄は当該施設の認定保育施設の要件である１１時間の開所時間における始期及び終期
の時間を記載してください。また、「延長保育時間（１１時間超分）」欄には当該施設が１１時間の開所時間を超えて実施す
る延長保育の時間を記載してください。
３ 「職種」欄は施設長・主任・保育士・事務員・調理員等当該施設における職種を記載してください。
４ 「資格・免許」欄は該当する資格・免許を○で囲んでください。
５ 「雇用形態」欄は常勤・非常勤・パート等当該施設における雇用形態を記載してください。
６ 「児童の状況」欄の入所児童数は当該施設に入所する全ての児童数を記載し、補助対象児童数は当該補助事業の対
象となる児童数を記載し、以下児童氏名等児童の状況を記載してください。
７ 補助対象児童の年齢は、児童が当該施設に入所した日の属する月の初日の年齢を記載し、交付基準の補助基準額に
おける補助単価の年齢区分を一致させてください。
８ 各児童の兄弟入所児童減免加算欄及び母子・父子家庭等減免加算欄には、対象となる場合に「○」印を記入してください。
９ 「職員の状況」欄及び「児童の状況」欄は人数に応じて適宜加えてください。

児 童 の 状 況

年 月 日

備 考
兄弟入
所児童
減免加
算

当該施設の入所理由
母子・
父子家
庭等減
免加算

入 所
（見込）
月 数

０ 歳 児 １ 歳 児 ２ 歳 児

保 育 に 欠 け る 事 由

３ 歳 児 ４ 歳 児

児 童 氏 名年 齢
入所年月日

誕生年月日

５，６歳児 学 童 計



別紙２

施設名

１ 保育時間

２ 対象児童数

日 人

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

人数

日 人

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

人数

日 人

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

人数

日 人

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

人数

日 人

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

人数

日 人

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日

人数

基本開所時間
： ～ ：

（１１時間分）

月

開所日数 登録児童数

計

計

計

計

計

計

月

開所日数 登録児童数

月

開所日数 登録児童数

月

開所日数 登録児童数

月

開所日数 登録児童数

月

登録児童数開所日数

年 度 特 別 保 育 事 業 計 画 書 ・ 事 業 実 績 書

月～ 月分

延長保育時間
： ～ ：

（１１時間超分）


